
Information

　

①
野
市
町
高
齢
者
生
涯
学
習
講
座

　

②
夜
須
町
高
齢
者
生
涯
学
習
講
座

■
期
間

　

①
５
月
〜
29
年
３
月

　

②
４
月
〜
29
年
３
月

■
場
所

　

①
の
い
ち
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　

②
夜
須
中
央
公
民
館

■
対
象

　　

市
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
人

■
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

①
野
市
高
齢
者
ク
ラ
ブ
地
区
会
長

　
ま
た
は
野
市
中
央
公
民
館

　

②
夜
須
中
央
公
民
館

　　

特
定
健
診
受
診
券
は
４
月
30
日

時
点
で
国
保
に
加
入
し
て
い
る
40

〜
74
歳
の
方
を
対
象
に
、５
月
下

旬
頃
に
郵
送
し
ま
す
。
受
診
券
郵

送
以
前
（
４
〜
５
月
下
旬
）に
受
診

を
予
定
し
て
い
る
方
は
、受
診
券
の

事
前
発
行
を
行
い
ま
す
の
で
、
市

民
保
険
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　　

ま
た
、人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
す
る

時
に
受
診
券
を
持
参
す
る
と
、
特

定
健
診
に
あ
た
る
費
用
の
割
引
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

　
　

た
だ
し
、
次
の
機
関
で
は
受
診

券
を
持
参
し
て
人
間
ド
ッ
ク
を
受

診
し
て
も
割
引
が
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
の
で
、
受
診
前
に
別
途
助
成
申

請
が
必
要
で
す
。
申
請
は
各
支
所

で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

■
助
成
申
請
が
必
要
な
機
関

　
●　

い
ず
み
の
病
院

　
●　

高
知
赤
十
字
病
院

■
助
成
申
請
に
必
要
な
も
の

　　

受
診
者
本
人
名
義
の
通
帳
・
印
鑑

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

　　

介
護
保
険
料
は
本
人
の
所
得
や

年
金
収
入
額
、
世
帯
の
課
税
状
況

に
よ
っ
て
決
定
し
ま
す
。

　
　

28
年
度
の
所
得
は
６
月
以
降
に

決
定
す
る
た
め
、４
月
、６
月
の
介

護
保
険
料
の
金
額
は
、２
月
と
同

じ
保
険
料
額
を
年
金
か
ら
天
引
き

で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。こ
れ
を

仮
徴
収
と
い
い
ま
す
。

　　

所
得
や
課
税
状
況
が
確
定
し
た

後
、７
月
に
は
28
年
度
の
介
護
保

険
料
（
年
額
）
を
算
定
し
、仮
徴
収

３
回
分
を
年
額
か
ら
差
し
引
い
て
、

10
・
12
・
２
月
の
３
回
に
分
割
し
て

納
め
て
い
た
だ
き
ま
す（
本
徴
収
）。

■
問
い
合
わ
せ　

　　

市
役
所
高
齢
者
介
護
課

▼
追
納
を
お
す
す
め
し
ま
す
！

　
　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
（
全

額
免
除
・
一
部
納
付
）・
若
年
者
納

付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例
の
承
認

を
受
け
た
期
間
が
あ
る
場
合
、
保

険
料
を
全
額
納
め
た
と
き
よ
り
も

老
齢
基
礎
年
金
の
受
け
取
り
額
が

少
な
く
な
り
ま
す
。

　　
そ
こ
で
、こ
れ
ら
の
期
間
の
保
険

料
は
、
将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎

年
金
を
増
額
す
る
た
め
に
、
10
年

以
内
で
あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
納

め
る（
追
納
）こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　

た
だ
し
、
免
除
等
の
承
認
を
受

け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し

て
３
年
度
目
以
降
に
追
納
す
る
と
、

当
時
の
保
険
料
額
に
一
定
の
加
算

額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　　

ま
た
、追
納
す
る
場
合
に
は
、先

に
経
過
し
た
月
の
分
か
ら
順
次
納

め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

　　

南
国
年
金
事
務
所

　　


0
8
8
ー
8
6
4
ー
1
1
1
1

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

■
繰
り
上
げ
支
給

　　

老
齢
基
礎
年
金
は
原
則
と
し
て

65
歳
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
が
、
希
望
す
れ
ば
60
歳
か
ら
65

歳
に
な
る
ま
で
の
間
で
も
繰
り
上

げ
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　

し
か
し
、
繰
り
上
げ
支
給
の
請

求
を
し
た
時
点（
月
単
位
）に
応
じ

て
年
金
が
減
額
さ
れ
、そ
の
減
額

率
（
最
大
で
30
％
）は
一
生
変
わ
り

ま
せ
ん
。ま
た
、繰
り
上
げ
請
求
し

た
後
で
は
障
害
基
礎
年
金
の
支
給

を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り

ま
す
。そ
の
ほ
か
に
も
不
利
益
な
点

が
多
い
の
で
、注
意
が
必
要
で
す
。

■
繰
り
下
げ
支
給

　　

希
望
す
れ
ば
66
歳
以
降
に
増
額

し
た
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
繰
り
下
げ
請
求

を
し
た
時
点（
月
単
位
）に
応
じ
て

年
金
が
増
額
さ
れ
、そ
の
増
額
率

（
一
月
で
0.7
％
、
最
大
で
42
％
）
は

一
生
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　　

た
だ
し
、遺
族
年
金
等
、他
年
金

の
受
給
権
が
あ
る
場
合
、
繰
り
下

げ
請
求
が
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、
振

替
加
算
に
つ
い
て
は
、増
額
の
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
が
、繰
り
下
げ
待
機

中
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

支
給
開
始
は
請
求
し
た
翌
月
分
か

ら
と
な
り
ま
す
の
で
、70
歳
到
達
月

末
ま
で
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

■
28
年
度
４
月
か
ら
の
年
金
額
は

27
年
度
と
同
額
に
な
り
ま
し
た

▼
老
齢
基
礎
年
金

　　
７
８
１
，０
０
０
円（
満
額
）

▼
障
害
基
礎
年
金

　　
９
７
５
，１
０
０
円（
１
級
）

　　
７
８
１
，０
０
０
円（
２
級
）

▼
28
年
度
の
定
額
保
険
料
は
、
月

額
１
６
，２
６
０
円
に
な
り
ま
し
た
。

■
問
い
合
わ
せ　

　　

南
国
年
金
事
務
所

　　


0
8
8
ー
8
6
4
ー
1
1
1
1

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

（
３
月
号
）
市
長
談
話
室
「
香
南
市
の
子
育
て
支
援
」と
て
も
す
ば
ら
し
い
支
援
策
で
す
。
私
も
入
院
中
の
主
人
の
所
へ
出
か
け
た
り
、
保
育
園
か
ら
熱
を
出
し
て
い
る
の
で
お
迎
え
に
来
る　
↓（
15
ペ
ー
ジ
へ
）

広

報

へ

の

ご

意

見

よ
う
に
と
言
わ
れ
た
時
に
、す
ぐ
に
出
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
の
で
、な
か
な
か
自
由
な
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
。こ
ん
な
制
度
が
あ
る
と
お
母
さ
ん
も
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
大
助
か
り
で
す
ね
。

広

報

へ

の

ご

意

見

S
高齢者高齢者

senior citizen

　
　
　

特
定
健
診
受
診
券
の

　
　
　

事
前
発
行
が
で
き
ま
す

　
　

介
護
保
険
料
を
年
金
か
ら
の

　
　

天
引
き
で
納
め
て
い
る
方
へ

H
健 康

H e a l t h

健 康

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除

　
期
間
・
猶
予
期
間
が
あ
る
方
へ

N
年 金

N at i o n a l
P e n s i o n

年 金

  　
　

老
齢
基
礎
年
金
の

  　
　

繰
り
上
げ
、
繰
り
下
げ

本徴収
年間保険料
－仮徴収額

４月 ６月 ８月１０月

▼平成２８年度年間保険料

※８月は年間を通じてできるだけ均等に
　　なるように調整した金額となります

１２月２月

仮
徴
収

仮
徴
収

仮
徴
収（　　　　　　　 　）

※機種名は本体裏側のラベルに表示してありますＴＤＫスチーム式加湿器

　ＴＤＫスチーム式加湿器の上記４機種について、発煙・発火に至る恐れがあり、重大事故も発生しています。押し入

れ・物置・倉庫など、いま一度お確かめいただきますようお願いします。事故発生を未然に防止するため、引き続き製品

回収にご協力をお願いします。該当製品にお心当たりの方は、下記のフリーダイヤル（無料）までご連絡ください。

加湿器の回収にご協力ください。

ＴＤＫ 株式会社

0120 - 604 - 777
《受付時間》　９：００～１９：００　　（土・日・祝日も含む）

ＴＤＫ株式会社（加湿器お客様係）回収専用
フリーダイヤル

火災事故
に

至る恐れ
！火災事故
に

至る恐れ
！

●リコール対象商品（右記

４機種）お引き取りの際

は、１台あたり　５,０００円

お支払いします。

▼インターネットでもご案内しています。

http://www.tdk.co.jp

KS-500H KS-300W KS-31W KS-32G

◆　平成２８年度　◆

高齢者肺炎球菌感染症定期予防接種

問い合わせ／市役所健康対策課　５７-７５１６

対象者
①

６５歳 昭和２６年４月２日～昭和２７年４月１日生

７０歳 昭和２１年４月２日～昭和２２年４月１日生

７５歳 昭和１６年４月２日～昭和１７年４月１日生

８０歳 昭和１１年４月２日～昭和１２年４月１日生

８５歳 昭和　６年４月２日～昭和　７年４月１日生

９０歳 大正１５年４月２日～昭和　２年４月１日生

９５歳 大正１０年４月２日～大正１１年４月１日生

１００歳 大正　５年４月２日～大正　６年４月１日生

対象者
②

実施期間

６０歳以上６５歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機

能、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に

重い障害のある方（身体障害者手帳１級相当）

※予診票を発行しますので、事前にご連絡ください

医療機関
に 持 参
するもの

●　予診票（対象者①の方には２８年４月に郵送）
●　本人を確認できるもの（健康保険証や運転免許証）
●　対象者②の方は身体障害者手帳

生活保護を受給している方は自己負担金の免

除制度があります。接種する前に申請が必要で

す。２８年１月から申請時に個人番号が必要にな

りましたので、個人番号通知カード・受給証明書

を持参ください。詳細はお問い合わせください。

４月１日～平成２９年３月３１日

実施場所

自　　己
負担金

高知県内の委託医療機関　※要予約

接種回数 ２８年度中に１回

２,０００円

※過去に肺炎球菌ワクチン（２３価）の接種歴のある方は対象外です

２８年度の接種対象者・内容は下表のとおりです。

期間内に忘れずに接種しましょう。

夜須中央公民館◆催し案内

申込みは夜須中央公民館へ直接、または電話
（５４‐２１２１）で。詳しくはチラシをご覧ください。

■時間　13：30～15：30

■場所　夜須中央公民館　2階　調理実習室

■対象　小学生以上で市内在住、在勤、在学の方

※小学３年生以下は保護者同伴。４月１４日（木）までに定員に

　達しない場合は市外の方も可

■定員　16人　　　■受講料　2,000円　　　■講師　宇田卓生

■持ち物　大きめのボウル、エプロン、三角巾、手拭き用タ

オル、持ち帰り用のタッパー（２㎏のみそが入る大きさ）

■申込み締切り　5月6日（金）

みそ作り教室

■時間　14：０0～16：00

■場所　夜須中央公民館　2階　調理実習室

■対象　小学生以上で市内在住、在勤、在学の方

※小中学生は保護者同伴。４月１４日（木）までに定員に達しな

　い場合は市外の方も可

■定員　15人　　　　■受講料　900円　　　　■講師　中島久枝

■持ち物　エプロン、マスク、長袖の服

■申込み締切り　5月19日（木）

理実習室

室

自分だけの
自分だけの

手作り
石けん教室　

5月28日（
土）

　

　　作る楽しみ、待つ楽しみ、

食べる楽しみが味わえる自分だけの

「手前みそ」を作ってみませんか？

5月15日（
日）

　

理実習室

食用のオリーブ

オイルを使用し、100％

天然の無添加石けん作り

に挑戦します♪

（金）

館 階 調理

り

理実

天

高
齢
者
生
涯
学
習
講
座

15２０１６.４ 14 ２０１６.４


